
各納期の支払額の設定内容

支払額として、年税額を４等分し、納期（５月末、７月末、12月末、２月末）ごとに設定しています。

いつからいつまでというような期間を４等分して設定しているわけではありません。
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※1,000円未満の端数がある場合は、その額を第１期分に加算しています。
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